
○
大
蔵
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
四
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

1

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活

用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別

措
置
法
案

衆

六
二
、
七
、
六

六
二
、
八
、
二
一　

六
二
、
八
、
二
七

可
　
　
決

　
六
二
、
八
、
二
八

可
　
　
決

六
二
、
七
、
二
八

　
六
二
、
八
、
一
九

可
　
　
決

　
六
二
、
八
、
二
〇

可
　
　
決

　
　
　
　
　
六
二
、
七
、
二
八

衆
本
会
議
趣
旨
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　
八
、
二
一

参
本
会
議
趣
旨
説
明

２

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活

用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別

措
置
法
の
実
施
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律
案

"

七
、
六

八
、
二
一

　
　
八
、
二
七

可
　
　
決

　
　
　
八
、
二
八

可
　
　
決

七
、
二
八

　
　
八
、
一
九

可
　
　
決

　
　
八
、
二
〇

可
　
　
決

４

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

"

七
、
三
一

九
、
四

　
　
九
、
一
九

可
　
　
決

　
　
九
、
一
九

可
　
　
決

八
、
一
八　
　
九
、
二

修
　
　
正

　
　
九
、
三

修
　
　
正

　
　
　
　
六
二
、
八
、
一
八

衆
本
会
議
趣
旨
説
明

　
　
　
　
　
　
九
、
四

参
本
会
議
趣
旨
説
明

9

抵
当
証
券
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
案

"

九
、
四

九
、
九

（
予
）

継
　
続
　
審
　
査

九
、
四
　
　
九
、
九

可
　
　
決

　
　
九
、
一
〇

可
　
　
決

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資

本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
（
閣
法
第
一
号
）

要
旨

　
本
法
律
案
は
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
り
払
い
収

入
に
よ
る
国
債
整
理
基
金
の
資
金
の
一
部
を
運
用
し
、
社
会
資
本
の

整
備
の
促
進
を
図
る
た
め
、
国
の
無
利
子
の
貸
付
制
度
を
創
設
す
る

こ
と
と
し
、
そ
の
た
め
の
必
要
な
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で



あ
る
。

　
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
の
無
利
子
貸
し
付
け

　
　
国
は
、
当
分
の
間
、
次
の
三
つ
の
タ
イ
プ
の
事
業
を
対
象
と
し

　
た
無
利
子
貸
付
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
と
す
る
。

(1)

地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
、
国
の
負
担
・
補
助
を
受
け
ず

に
実
施
す
る
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
を
整
備
す
る
事
業
そ
の

他
の
公
共
的
な
建
設
の
事
業
（
以
下
「
公
共
的
建
設
事
業
」
と

い
う
。
）
の
う
ち
、
当
該
事
業
に
よ
る
収
益
を
も
つ
て
、
そ
の
事

業
に
要
す
る
費
用
を
支
弁
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
。

(2)

地
方
公
共
団
体
等
が
実
施
す
る
公
共
的
建
設
事
業
の
う
ち
、

一
定
の
区
域
の
整
備
・
開
発
の
事
業
の
一
環
と
し
て
一
体
的
か

つ
緊
急
に
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
。

(3)

地
方
公
共
団
体
の
出
資
・
拠
出
に
係
る
い
わ
ゆ
る
第
三
セ
ク

　
タ
ー
方
式
の
法
人
が
行
う
民
間
の
活
力
を
活
用
し
た
一
定
の
事

　
業
で
、
そ
れ
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
施
設
が
そ
の
周
辺
地
域
に
適

　
切
な
経
済
効
果
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。

　
な
お
、
（
3
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
金
を
日
本
開
発
銀
行
、
北
海

道
東
北
開
発
公
庫
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
を
通
じ
て
資
金
の

　
　
貸
し
付
け
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

　
二
、
無
利
子
貸
し
付
け
対
象
事
業
に
係
る
国
の
負
担
金
等
の
交
付

　
　
　
（
2
）
の
タ
イ
プ
の
事
業
に
充
て
る
資
金
を
地
方
公
共
団
体
等
に
無

　
　
利
子
で
貸
し
付
け
た
場
合
に
は
、
当
該
対
象
事
業
に
係
る
国
の
負

　
　
担
・
補
助
に
つ
い
て
は
、
貸
付
金
の
償
還
時
に
お
い
て
行
う
。

　
　
　
な
お
、
（
2
）
の
タ
イ
プ
の
事
業
に
お
け
る
無
利
子
貸
付
金
に
つ
い

　
　
て
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の

　
　
規
定
を
準
用
す
る
等
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

　
三
、
繰
入
規
定

　
　
　
無
利
子
貸
付
金
の
資
金
は
、
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
か
ら
一

　
　
般
会
計
を
通
じ
て
産
業
投
資
特
別
会
計
に
新
た
に
設
け
る
社
会
資

　
　
本
整
備
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

　
四
、
本
改
正
に
よ
る
予
算
措
置

　
　
　
昭
和
六
十
二
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
い
て
国
債
整
理
基

　
　
金
特
別
会
計
か
ら
四
千
五
百
八
十
億
円
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
し
、

　
　
同
金
額
に
事
務
費
千
百
七
十
八
万
円
を
加
え
た
金
額
を
産
業
投
資

　
　
特
別
会
計
社
会
資
本
整
備
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
大
蔵



委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
ず
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に

よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
は
、
日
本

電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
に
よ
る
国
債
整
理
基
金
の

資
金
の
一
部
を
活
用
し
、
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
を
図
る
た
め
、

国
の
無
利
子
貸
付
制
度
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
財
源
措
置
そ

の
他
、
同
制
度
の
運
用
に
関
し
、
所
要
の
規
定
を
設
け
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に

よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
実
施
の
た

め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
は
、
先
に
申
し
述
べ
ま
し

た
特
別
措
置
法
に
定
め
る
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
関
係
法

律
の
整
備
を
図
る
た
め
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
等
四
十

五
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
質
疑

を
行
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
本
資
金
の
活
用
の
あ
り
方
と
し
て
、
無
利

子
貸
付
制
度
に
よ
つ
て
社
会
資
本
整
備
を
促
進
す
る
こ
と
の
妥
当
性
、

特
例
公
債
の
現
行
六
十
年
償
還
ル
ー
ル
圧
縮
の
必
要
性
及
び
所
得
税

減
税
財
源
に
充
当
す
る
こ
と
の
可
否
の
問
題
が
、
ま
た
、
現
在
の
厳

し
い
財
政
事
情
か
ら
み
た
六
十
五
年
度
を
目
標
と
す
る
財
政
再
建
計

画
の
意
義
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会

議
録
に
譲
り
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
両
法
律
案
に
つ
い
て
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ

ろ
、
日
本
社
会
党
・
護
憲
共
同
を
代
表
し
て
赤
桐
操
理
事
、
公
明
党

・
国
民
会
議
を
代
表
し
て
多
田
省
吾
理
事
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し

て
近
藤
忠
孝
委
員
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
反
対
、
自
由
民
主
党
を
代
表
し
て

大
浜
方
栄
理
事
よ
り
賛
成
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
両
法
律
案
を
順
次
採
決
の
結
果
、
い
ず
れ
も
多

数
を
も
つ
て
、
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し

た
。

　
な
お
、
両
法
律
案
に
対
し
、
昭
和
六
十
三
年
度
以
降
の
日
本
電
信

電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
り
払
い
収
入
の
活
用
に
当
た
つ
て
は
、

諸
般
の
要
請
に
応
え
、
そ
の
効
果
が
広
く
国
民
に
均
て
ん
す
る
よ
う

配
意
す
る
こ
と
等
、
五
項
目
に
わ
た
る
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。



日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資

本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
実
施
の
た
め
の
関
係
法
律

の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の

　
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以

　
下
「
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
国
の
無
利

　
子
貸
付
制
度
を
創
設
す
る
た
め
、
港
湾
法
等
関
係
法
律
四
十
五
本
に

　
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
収
益
を
生
ず
る
公
共
的
建
設
事
業

　
　
　
国
は
、
当
分
の
間
、
地
方
道
路
公
社
等
に
対
し
て
、
収
益
を
生

　
　
ず
る
公
共
事
業
（
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
第

　
　
一
号
に
該
当
す
る
事
業
）
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
と
し
て
、

　
　
道
路
整
備
特
別
措
置
法
等
関
係
三
法
律
を
改
正
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に

　
　
無
利
子
で
貸
し
付
け
が
で
き
る
制
度
を
設
け
る
。

　
二
、
通
常
の
公
共
的
建
設
事
業

　
　
　
国
は
、
当
分
の
間
、
地
方
公
共
団
体
等
に
対
し
、
国
の
負
担
ま

　
　
た
は
補
助
に
係
る
通
常
の
公
共
事
業
（
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置

　
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
事
業
）
に
要
す
る
費
用
に

　
充
て
る
資
金
と
し
て
、
港
湾
法
等
関
係
三
十
三
法
律
を
改
正
し
、

　
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
事
業
に
係
る
国
の
負
担
金
ま
た

　
は
補
助
金
に
相
当
す
る
金
額
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で

　
き
る
制
度
を
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
に
設
け
る
。

　
　
な
お
、
当
該
貸
し
付
け
の
対
象
で
あ
る
事
業
に
係
る
国
の
負
担

　
ま
た
は
補
助
に
つ
い
て
は
、
そ
の
貸
付
金
の
償
還
時
に
お
い
て
、

　
償
還
金
相
当
金
額
を
補
助
金
と
し
て
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う

　
も
の
と
す
る
。

三
、
公
共
的
民
活
建
設
事
業

　
　
北
海
道
東
北
開
発
公
庫
法
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
及
び

　
日
本
開
発
銀
行
法
を
改
正
し
、
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
金
融
機

　
関
が
、
当
分
の
間
、
い
わ
ゆ
る
第
三
セ
ク
タ
ー
方
式
で
行
う
民
活

　
事
業
（
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項
に
該
当
す
る

　
事
業
）
に
要
す
る
資
金
と
し
て
貸
し
付
け
を
行
う
と
き
は
、
当
該

　
第
三
セ
ク
タ
ー
に
対
し
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
制

　
度
を
設
け
る
。

四
、
そ
の
他

　
　
前
記
一
及
び
二
に
該
当
す
る
事
業
へ
の
無
利
子
の
貸
し
付
け
に

　
関
す
る
経
理
を
行
う
道
路
整
備
特
別
会
計
法
等
六
特
別
会
計
（
産



業
投
資
特
別
会
計
を
除
く
。
）
の
経
理
に
係
る
規
定
の
整
備
を
行
う
。

　
な
お
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
道
路
整
備
特

別
会
計
等
六
特
別
会
計
に
係
る
法
律
の
改
正
規
定
は
昭
和
六
十
二

年
度
の
予
算
か
ら
適
用
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
四
六
ペ
ー
ジ
参
照

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
所
得
課
税
の
負
担
軽
減
及
び
合
理
化
と
そ
の
財
源

　
措
置
の
観
点
を
も
踏
ま
え
、
内
外
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等
に
即

　
応
し
て
早
急
に
実
施
す
べ
き
措
置
を
講
ず
る
た
め
、
所
得
税
法
、
た

　
ば
こ
消
費
税
法
、
取
引
所
税
法
、
有
価
証
券
取
引
税
法
、
国
税
通
則

　
法
、
租
税
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

　
る
。

　
　
な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
所
得
税
の
最
低
税
率
の
適
用
対
象
所

　
得
の
範
囲
の
拡
大
等
の
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
　
改
正
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
所
得
税
負
担
の
軽
減
・
合
理
化

　
1
　
中
堅
所
得
者
層
の
税
負
担
の
状
況
に
か
ん
が
み
、
最
低
税
率

　
　
の
適
用
対
象
所
得
区
分
の
上
限
を
、
現
行
五
十
万
円
か
ら
百
五

　
　
十
万
円
（
政
府
原
案
は
百
二
十
万
円
）
に
引
き
上
げ
る
と
と
も

　
　
に
、
税
率
適
用
区
分
を
現
行
十
五
段
階
か
ら
十
二
段
階
（
政
府

　
　
原
案
は
十
三
段
階
）
と
す
る
ほ
か
、
新
た
に
十
六
万
五
千
円
の

　
　
配
偶
者
特
別
控
除
を
設
け
る
。

　
２
　
給
与
所
得
者
に
つ
い
て
、
特
定
支
出
の
額
が
給
与
所
得
控
除

　　

額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
申
告
に
よ
り
、
そ
の
超
え
る
部
分
を

　
　
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

　
３
　
老
年
者
控
除
を
五
十
万
円
（
現
行
二
十
五
万
円
）
に
引
き
上

　
　
げ
る
と
と
も
に
、
公
的
年
金
等
に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て
、
老

　
　
年
者
年
金
特
別
控
除
及
び
給
与
所
得
控
除
の
適
用
に
か
え
、
新

　
　
た
に
公
的
年
金
等
控
除
を
設
け
る
。

二
、
利
子
課
税
等
の
見
直
し

　
１
　
少
額
貯
蓄
非
課
税
制
度
、
郵
便
貯
金
非
課
税
制
度
及
び
少
額

　
　
公
債
の
利
子
非
課
税
制
度
を
、
老
人
等
に
対
す
る
利
子
非
課
税

　
　
制
度
に
改
組
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
ら
以
外
の
利
子
所
得
に
対

　
　
し
て
は
源
泉
分
離
課
税
（
税
率
は
一
五
％
）
を
行
う
こ
と
と
す

　
　
る
。



２
　
勤
労
者
財
産
形
成
（
年
金
）
貯
蓄
に
対
す
る
非
課
税
制
度
を
、

　
住
宅
及
び
年
金
に
か
か
わ
る
貯
蓄
契
約
に
限
定
し
、
一
般
の
財

　
形
貯
蓄
の
利
子
等
に
対
し
て
は
源
泉
分
離
課
税
（
税
率
は
一
五

　
％
）
を
行
う
（
政
府
原
案
は
、
住
宅
・
年
金
両
貯
蓄
契
約
の
利

　
子
等
に
対
し
三
・
七
五
％
）
。

３
　
利
子
所
得
に
対
す
る
所
得
税
の
課
税
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、

　
総
合
課
税
へ
の
移
行
問
題
を
含
め
、
必
要
に
応
じ
、
こ
の
法
律

　
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
見
直
し
を
行
う
も

　
の
と
す
る
（
衆
議
院
修
正
に
よ
り
追
加
）
。

三
、
資
産
性
所
得
に
対
す
る
課
税
の
適
正
化

　
1
　
土
地
税
制
に
つ
い
て
、
時
限
的
措
置
と
し
て
、
所
有
期
間
二

　
　
年
以
下
の
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
譲
渡
益
に
対
す
る
重
課

　
　
の
特
例
等
を
設
け
る
と
と
も
に
、
所
有
期
間
が
五
年
を
超
え
る

　
　
一
定
の
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
譲
渡
所
得
を
長
期
譲
渡
所

　
　
得
と
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

２
　
有
価
証
券
の
譲
渡
益
課
税
に
つ
い
て
、
先
物
取
引
に
よ
る
所

　
得
を
そ
の
課
税
対
象
に
加
え
る
（
継
続
取
引
の
基
準
と
な
る
現

　
行
の
「
売
買
回
数
五
十
回
以
上
か
つ
売
買
株
数
二
十
万
株
以
上
」

　
の
基
準
を
「
三
十
回
以
上
か
つ
十
二
万
株
以
上
」
と
す
る
改
正

　
は
政
令
で
定
め
る
。
）
。

四
、
間
接
税
等
そ
の
他
の
改
正

　
　
た
ば
こ
消
費
税
に
つ
い
て
は
、
税
率
等
の
特
例
措
置
の
適
用
期

　
限
の
延
長
、
取
引
所
税
及
び
有
価
証
券
取
引
税
に
つ
い
て
は
、
税

　
率
の
見
直
し
を
そ
れ
ぞ
れ
行
う
ほ
か
、
土
地
に
関
す
る
所
有
権
の

　
移
転
登
記
等
に
対
す
る
登
録
免
許
税
の
負
担
強
化
、
各
種
加
算
税

　
の
割
合
の
引
き
上
げ
等
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。

五
、
施
行
期
日

　
　
本
法
律
は
、
原
則
と
し
て
昭
和
六
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

　
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
給
与
所
得
者
の
特
定
支
出
の
控
除
の

　
特
例
の
創
設
、
公
的
年
金
等
の
課
税
に
関
す
る
改
正
等
に
つ
い
て

　
は
昭
和
六
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
、
利
子
課
税
の
改
正
は
同
年
四

　
月
一
日
（
政
府
原
案
は
同
年
一
月
一
日
）
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
施
行

　
す
る
等
、
改
正
内
容
に
あ
わ
せ
て
施
行
期
日
を
定
め
て
い
る
。

　
　
な
お
、
本
法
律
施
行
に
伴
う
昭
和
六
十
二
年
度
の
所
得
税
減
税

　
の
総
額
は
、
一
兆
五
千
四
百
億
円
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

　
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
大
蔵
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び

　
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。



　
本
法
律
案
は
、
国
税
に
関
す
る
制
度
全
般
に
わ
た
る
改
革
の
必
要

性
に
か
ん
が
み
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
所
得
課
税
の
負
担
軽
減
及
び

合
理
化
と
そ
の
財
源
措
置
を
も
踏
ま
え
、
内
外
の
社
会
経
済
情
勢
の

変
化
等
に
即
応
し
て
早
急
に
実
施
す
べ
き
措
置
を
講
ず
る
た
め
、
所

得
税
法
を
初
め
と
し
て
た
ば
こ
消
費
税
法
、
取
引
所
税
法
、
有
価
証

券
取
引
税
法
、
租
税
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
所
得
税
の
税
率
構
造
見
直
し
の
妥
当

性
、
マ
ル
優
等
非
課
税
貯
蓄
制
度
の
見
直
し
を
本
改
正
案
に
織
り
込

ん
だ
理
由
、
マ
ル
優
等
の
適
用
対
象
と
な
る
老
人
の
範
囲
を
、
六
十

五
歳
以
上
か
ら
六
十
歳
以
上
に
拡
大
す
る
こ
と
の
必
要
性
、
原
則
と

し
て
総
合
課
税
と
さ
れ
て
い
る
利
子
所
得
を
一
律
分
離
課
税
と
す
る

こ
と
の
当
否
、
有
価
証
券
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
を
原
則
課
税
化
す

る
た
め
の
所
得
捕
捉
体
制
確
立
の
必
要
性
、
土
地
税
制
改
正
に
よ
る

地
価
高
騰
抑
制
の
効
果
等
に
つ
い
て
総
理
、
大
蔵
大
臣
並
び
に
関

係
当
局
に
対
し
て
質
疑
が
行
わ
れ
た
ほ
か
、
参
考
人
よ
り
意
見
を
聴

取
い
た
し
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

　
本
法
律
案
に
対
す
る
質
疑
を
終
了
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本

社
会
党
・
護
憲
共
同
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、
民
社
党
・
国
民
連
合

の
各
派
共
同
提
案
に
係
る
利
子
非
課
税
制
度
の
対
象
と
な
る
老
人

の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま

し
た
。

　
本
修
正
案
は
、
予
算
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
賛
成

い
た
し
か
ね
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
原
案
及
び
修
正
案
を
一
括
し
て
討
論
に
入
り
ま
し
た
と

こ
ろ
、
日
本
社
会
党
・
護
憲
共
同
を
代
表
し
て
鈴
木
和
美
委
員
よ
り
、

公
明
党
・
国
民
会
議
を
代
表
し
て
多
田
省
吾
理
事
よ
り
、
民
社
党
・

国
民
連
合
を
代
表
し
て
栗
林
卓
司
委
員
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
修
正
案
に

賛
成
、
原
案
に
反
対
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
近
藤
忠
孝
委
員
よ

り
、
修
正
案
及
び
原
案
に
反
対
、
自
由
民
主
党
を
代
表
し
て
大
浜
方

栄
理
事
よ
り
、
修
正
案
に
反
対
、
原
案
に
賛
成
す
る
旨
の
意
見
が
述

べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
修
正
案
及
び
原
案
を
順
次
採
決
の
結
果
、
修
正

案
は
賛
成
少
数
を
も
つ
て
否
決
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
つ
て
原
案

ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。
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